
アスベスト対策部会（第１回）議事次第

日時：平 成 １ ７ 年 ９ 月 ５ 日

１５：００～１７：００

国 土 交 通 省 １ １ 階 共 用 会 議 室場所：

１．開 会

２．委員紹介

３．部会長の選出、部会長代理の指名

４．部会の設置の趣旨について

５．建築物のアスベスト対策に係る今後課題

６．その他

７．閉 会



資 料 １

アスベスト対策部会委員名簿

村上周三 慶應義塾大学教授（委員）

久保哲夫 東京大学大学院教授

櫻井敬子 学習院大学教授

矢野 龍 住友林業（株）取締役社長

青木宏之 （社）全国中小建築工事業団体連合会副会長（臨時委員）

坂本雄三 東京大学大学院教授

笹田己由 全国建設労働組合総連合住宅対策部長

藤本昌也 （株）現代計画研究所代表取締役

野城智也 東京大学教授

合場直人 三菱地所（株）ビル事業本部ビル管理部長（専門委員）

島田啓三 鹿島建設東京支店安全環境部担当部長

富田雅行 ニチアス㈱技術本部環境管理室長

名取雄司 中皮腫・じん肺・アスベストセンター所長

（医療法人社団ひらの亀戸ひまわり診療所）

野口貴文 東京大学助教授

野本孝三 東京都都市整備局市街地建築部長

本橋健司 （独）建築研究所材料研究グループ長

（敬称略）



























































































































アスベスト対策の経緯 資料２－２

住宅局の取り組み 営繕、厚生労働省、文部科学省等の取

海外の動き労働安全衛生法等
建築基準法 その他の取り組み り組み（建物調査等）

（ ） 、昭和 年 ・特定化学物質等障害予防規則の制定（昭和 ・鉄骨の柱やはりに用いる吹付けアスベ ・庁舎仕上げ標準（暫定修正案）によ ・昭和 年 年 ＩＬＯ46 47 1972
年 年） ストを建築基準法の耐火構造の規定か り、石綿吹上げを取りやめ（昭和 ＷＨＯにおいてアスベストに（ ）1971 46 48

～ ・アスベスト含有量５％を超えるものの吹付 ら削除（昭和 年） 年） 発がん生があることが認めら62
昭和 年 け禁止（昭和 年） ・国立、公立学校における吹付けアス れた62 50

年 ベストの調査（昭和 年） ・昭和 年（ 年）ＩＬＯ（ ）1988 62 61 1986
・地方局あて「石綿の取扱の当面の方 石綿条約採択（青石綿の原則アスベスト含有量 以下の吹付け5%

針」を通知（昭和 年） 使用禁止）ロックウールは平成元年まで使用 62

昭和 年 ・都道府県に対して建築物における吹き付けア ・建設省所管予算の対象施設のうち対63
年 スベストの実態調査及び指導を要請 策が必要な施設についてアスベスト（ ）1988

・吹付けアスベストから粉じん飛散防止のため 粉じん濃度等の調査の実施

（財）日本建築センターの協力を得て技術指

針を策定し講習会を通じて普及啓発

・公共住宅の吹付けアスベスト対策徹底を通知

平成元年 ・大気汚染防止法において敷地境界基準（空

年 気１㍑あたり繊維 本を設け規制）（ ）1989 10
・平成 年（ 年）ＥＵに5 1993

、 、平成４年 ・廃棄物処理法において、特別管理産業廃棄 おいて青石綿 茶石綿の製造

年 物に指定 輸入、使用等の禁止（ ）1992

平成 年 ・青石綿、茶石綿（有害性の高い石綿）の原7
年 材料及び含有量１％超の製品の製造等の禁（ ）1995

止

・アスベスト含有量１％を超えるものの吹付

け禁止

平成 年 ・その他の石綿（白石綿など有害性の低い石 ・外壁や石綿スレート等を建築基準法の16
年 綿）の含有量 超の製品の製造等の禁止 耐火構造から削除（ ）2004 1%

平成 年 ・さらなる関係労働者の健康障害防止を図り ・住宅の解体工事等において、適切な取扱いが ・国の建築物、学校施設等、病院、社 ・平成 年（ 年）ＥＵに17 17 2005
年 建築物等の解体等の対策を充実させるため 行われるよう（社）住宅生産団体連合会にお 会福祉施設、その他公共建築物にお おいてアスベストを全面禁止（ ）2005

石綿障害予防規則を施行 （７月） いて 低層住宅石綿取扱ガイド を作成 ６ いて吹付けアスベスト使用実態調査、「 」 （

月） の実施（７、８月）

・都道府県に対して民間建築物及び公共住宅に作業計画の届け出、労働従事者への

おける吹付けアスベストの実態調査及び指導教育、保護具の適正な管理、建築物

を要請（７月）の解体の対策の充実

・解体工事等において適切な取り扱いが行われ

るよう関係団体を通じて指導徹底を要請（７

月）

・従業員等において健康被害防止対策が適切に

行われるよう関係団体を通じて指導徹底を要

請（７月）

・民間建築物及び公共住宅における実態調査に

平成 年 ・ アスベストの全面禁止 ついて、昭和 年までとする追加調査を実20 63
まで 施（８月）

（ ）2008年



資料３

建築物のアスベスト対策に係る今後の課題

１ 建築基準法令における検討課題

(１)建築物における使用状況

建築物においては、

・耐火被覆材や断熱材として吹き付けアスベスト

・屋根材、壁材、天井材等として、アスベストを含んだセメント等を板状

に固めたスレートボード等

が使用されている可能性。

アスベストは、その繊維が空気中に浮遊した状態にあると危険であるとい

われ（昭和６３年環境庁及び厚生省通知 、露出して吹付けアスベストが）

使用されている場合、劣化等によりその繊維が飛散するおそれ。

※板状に固めたスレートボードや天井裏・壁の内部にある吹付けアスベストから
は、通常の使用状態では室内に繊維が飛散する可能性は低いと考えられる。

※吹き付けアスベストは、比較的規模の大きい鉄骨造の建築物の耐火被覆として使
用されている場合がほとんどであり、戸建住宅では、通常使用されている可能性
は低いと考えられる。

(２)建築基準法におけるこれまでの対応

○建築基準法においては、多数の者が利用する３階建て以上の建築物防火

地域内の１００㎡を超える建築物などについて、耐火建築物として柱な

どを耐火構造とすることが義務づけられている。

建築基準法の告示において、耐火構造とするための一つの方法として一

定の吹付けアスベストも使用できることとしていた （この規定は６２。

年に削除）

○また、建築基準法では、屋根を不燃材とするなどの基準が設けられてい

る。

不燃材料としては、瓦などどならんで石綿スレートを規定していたが、

労働安全衛生法においてアスベスト含有建材の製造等が原則禁止された

ことを踏まえ、平成１６年１０月に当該規定から石綿スレートを削除す

るなどの対応を図ったところである。

(３)建築基準法における対応案

繊維が飛散するおそれのあるアスベスト含有建材については、建築基準法

令で使用禁止とすべきではないか。

この措置を講じると、新築段階で建築物への使用が禁止される。

（しかし、労働安全衛生法令により既にアスベスト含有建材の製造等は原



則禁止されているため、新たに制限が加わることにはならない ）。

一方、既にアスベスト含有建材が使用されている既存建築物に係る建築基

準法令上の取扱いは次のとおりとなる。

①既存不適格建築物

建築基準法においては、法令の改正等により既存建築物が法令の規定に

不適合となった場合は、その建築物の増改築等の機会をとらえて、不適

合となっている規定を遡及適用することとなっており、使用禁止とされ

たアスベスト含有建材については、増改築等の際には除去することが義

務づけられる。

なお、増改築時の緩和規定として、衛生関係等（シックハウス対策等）

の一部規定については、居室単位など部分的な遡及にとどめる規定があ

る。

一方で、法令の改正等により既存建築物が法令の規定に不適合になって

いても、増改築等を行わない場合は、法令の規定に不適合なまま、いわ

ゆる「既存不適格建築物」として存在することが許容される。

②勧告・是正命令制度

既存不適格建築物のうち著しく保安上危険又は著しく衛生上有害なもの

については、所有者等に対し必要な措置を命令することができる制度に

加え、平成１７年６月からは、劣化が進み、そのまま放置すれば著しく

保安上危険又は著しく衛生上有害となるおそれがあるものについて所有

者等に対し必要な措置をとることを勧告することができる制度や、勧告

に係る措置をとることを命ずることができる制度が導入された。

このため、既存不適格建築物であっても、劣化等によりアスベスト繊維

が飛散し危険な状態になるおそれがあるものについては、勧告・命令を

行うことができることとなる。

(４)論点

①使用禁止対象とする建材の考え方

吹付けアスベスト等に加え、通常の使用状態では繊維が飛散する可能性

が少ないといわれている成型品も含めて使用禁止とするか否か。

成型品の使用禁止に関しては、既存不適格建築物となることにより増改

築等を行う場合に成型品をすべて除去する必要が生じることから、増改

築等自体を断念あるいは先送りする、いわゆる「凍結効果」が生じる可

能性がある。一方、解体時や地震発生時のアスベスト繊維の飛散の危険

性、又は建築物の老朽化に伴う劣化等の可能性を考慮すると増改築時等

の機会をとらえて除去すべきであるという考え方もある。



②封じ込め又は囲い込みを行った吹付けアスベスト等の対策の考え方

封じ込め又は囲い込みによる飛散防止措置を講じた吹付けアスベストに

ついては、通常の使用状態では繊維が飛散する可能性は低いとして成型

品と同様の取扱いとすることで良いか否か。

※本年７月に施行された石綿障害予防規則第１０条により、既存建築物の吹付け

アスベストが損傷等により危険な状態にあるときには、除去、封じ込め、囲い

込み等の指導を行うことが可能となっている （対象は労働者を就業させる建。

築物に限られ、住宅等は対象外となっている）

２ 住宅性能表示制度における検討課題

(１)住宅性能表示制度の概要

住宅性能表示制度は、住宅の品質確保の促進等に関する法律（品確法）に

基づき、構造の安定、火災時の安全等の住宅の基本的な性能について、表

示・評価方法に関する共通のルールを定め、国が指定する公正中立な第三

者機関（住宅性能評価機関）が評価を行い、評価書を交付するもので、新

築住宅については、平成12年10月から運用が開始されている。

既存住宅の評価は、目視等の現況検査による劣化等の状況、耐震性等の個

別性能を評価するもので、平成14年12月から実施している。

(２)論点

①空気中のアスベスト繊維の濃度測定について

住宅室内のアスベスト繊維の飛散状況について、共通の基準のもと、評

、 、価・表示することができるようにするため 住宅性能表示制度において

既存住宅の室内空気中のアスベスト繊維の濃度を測定し、その結果を表

示するしくみを整備する必要があるのではないか。
※１現在、濃度測定については、石綿等を取り扱う作業場の作業環境測定

や工場等の隣地境界での大気中の粉じん濃度測定のための測定方法 が※２

定められているが、どのような方法によることとすれば良いか。

※１：労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）第65条第2項の規定に基づく作

業環境測定基準（昭和51年4月22日労働省告示第46号)

※２：大気汚染防止法施行規則（昭和46年厚生省・通商産業省令第1号）第16

条の２及び第16条の3第1号の規定に基づく「石綿に係る特定粉じんの濃度測

定法 （平成元年12月27日環境庁告示第93号）」

②アスベスト含有建材の表示制度について

さらに、既存住宅におけるアスベスト含有建材の使用状況を把握するこ

とができるようにするため、住宅性能表示制度において、共通の基準の



もと、その使用状況を評価・表示するしくみを整備する必要があるので

はないか。

現在、建築物の解体作業等の事前調査のために建材中の石綿含有率の分

析方法 が定められているが、どのような方法によることとすれば良い※３

か。

なお、分析の効率化を図るため、あらかじめ、アスベストを含有するお

それのある建材を絞り込む作業が必要ではないか。

※３：労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則（平成17年厚生労働省令第21

号 第3条第2項に規定する石綿等の使用の有無の分析による調査に関する 建） 「

材中の石綿含有率の分析方法について （平成17年6月22日付け厚生労働省」

労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知）

参考事例 住宅性能表示制度におけるシックハウス対策

シックハウス問題への対策を充実するため、住宅性能表示制度では、空気環境に

関して、①建材からのホルムアルデヒドの発散量（JIS又はJASに基づくホルム

アルデヒド発散等級等の表示 、②換気対策（居室及び局所換気対策を具体的に）

明示 、③室内空気中の化学物質の濃度測定の３つの評価項目を用意している。）

新築住宅においては、①及び②が必須、③が選択可能であり、既存住宅において

は、①はなく、②及び③が選択可能である。

３ その他のアスベスト対策に関する検討課題

(１)アスベストの除去等に対する支援策の検討課題

アスベストによる被害防止の観点のみならず、公共公益性や良質な住宅・

建築ストックの形成という観点にも留意しつつ、どのような支援策を講じ

る必要があるか。

(２)アスベストに関する調査研究の検討課題

既存建築物に使用されているアスベストの調査方法及び除去方法等につい

て適切かつ簡易に行うことができるようにすること等が求められている。

今後、どのような調査研究を実施すべきか。

(３)居住者や所有者等からの相談対応に関する検討課題

「わが家にアスベストは使用されているか」など、居住者や所有者等から

。 、の相談に対して適切に対処することが必要である アスベストについては

どのような相談体制を整備することが適当か。

参考事例「シックハウス相談対応マニュアル」

居住者等からのシックハウスに係る相談に適切に対応するため （財）住宅リフォー、

ム・紛争処理支援センターにおいて「シックハウス相談対応マニュアル」が作成さ



れ、地方公共団体、弁護士会、消費生活センター、保健所等に配布されている。

(４)地震発生後の飛散危険性の調査方法の検討

地震により、吹付けアスベストが剥離したり、スレート瓦等の成型品が割

れて、アスベストが飛散するおそれがあり、建築物を継続して安全に使用

できるか否かを判断したり、適切な解体等が行われる必要がある。

地震発生後には、応急危険度判定を行っているところであるが、その際に

アスベストの飛散危険性の判定を併せて実施することが可能なのではない

かと考えられるが、どのような調査を行う必要があるのか。

(５)小規模な建築物に係るアスベストの実態調査の実施の課題

、 、 、民間建築物については 現在 延床面積１０００㎡以上の建築物を対象に

各地方公共団体を通じて、室内等に露出して使用された吹付けアスベスト

等に関する調査・指導を行っているところである （吹付けアスベスト等。

の有無の調査は所有者等が行い、調査結果に基づき地方公共団体が改善指

導を実施）

しかしながら、１０００㎡未満の小規模な建築物についても、吹付けアス

ベストが使用されている可能性があることから、何らかの対応が必要であ

る。

１０００㎡未満の小規模な建築物を対象とすると、対象建築物の数が大幅

に多くなり、また所有者等の負担も考慮する必要があることから、これま

でと同様な調査方法以外にも、パンフレット等の配布による注意喚起・点

検及び所有者等からの相談体制の整備等を通じて必要な対策が講じられる

ようにする方法など、様々な方法が考えられるが、どのような方法が適切

か。
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第７条の４ 

完了検査
 

第７条， 
第７条の２ 

着
工

工
事
完
了

フローの段階

使
用
開
始

確認 
 

第６条， 
第６条の２ 

※再度、確認検査手続が必要 

※確認が再度必要、中間検査はなし、完了検査に

代えて届出 
特殊建築物(100㎡超)への用途変更

増築、改築、移転 
大規模の修繕、大規模の模様替（木造２階以下で500㎡以下の建築物等を除く。） 

定期報告 第１２条第１・２項 
一定の特殊建築物：所有者等は資格者に定期に建築物等の状況を調査させ､結果を特定行政庁に報告 
昇降機等の建築設備：所有者等は資格者に定期に検査を受け、結果を特定行政庁に報告 

建築物の使用時 

維持保全 第８条  全建築物：所有者等による適法な状態の維持（努力義務） 
一定の特殊建築物：必要に応じ、所有者等による維持保全計画等の作成

立入検査 第１２条第４項 

違反建築物に対して、特

定行政庁が建築主等に対

して是正命令をとること

を命令  
第９条 

 

・ 既存建築物のうち、放置すれば著しく危険等となる

おそれのある建築物について、予防的に勧告し、従

わなかった場合は命令 
・ 著しく保安上危険な建築物等について特定行政庁が

建築主等に対して必要な措置をとることを命令   
 第１０条，第１１条 

罰
則 

第
９
９
条 

確認検査等に関する図書の閲覧
第９３条の２ 

計画概要、確認・検査(中間･完了)の履歴、

許可の有無、定期報告の履歴等 

既存不適格建築物 第３条第２項 
・ 新たな基準の施行時、既に存する又は工事中の建築物

が当該基準に適合しない場合、当該基準を適用除外 
・ 増改築等を行う場合には、建築物全体を原則新たな基

準に適合させる必要 
＜緩和＞・衛生関係等の一部規定については、居室単位など部分

的に遡及適用される。 
・全体計画に基づき、新たな基準に順次適合させること

が可能等。


